
平成２１年度 益田市職員受験案内（平成２２年度採用） 

○ 受 付 期 間   平成２１年１１月１６日（月）～平成２１年１２月１５日（火） 

             ※郵送の場合は１２月１５日（火）１７：１５までに人事課必着のこと 

○ 第 1次試験日  平成２２年１月２４日(日) 

 

１ 試験区分、採用予定人員、試験名、受験年齢等 

試験区分 採用予定人員  試 験 名         年 齢 ・ 学 歴 等         要    件 

一般事務 

（大卒程度） 

２名程度 

教  養 

（大卒程度） 

・昭和５５年４月２日から昭和６３年４月１日 

までに生まれた人 

・学歴不問 

 

一般事務 

（高卒程度） 

教  養 

（高卒程度） 

・昭和５９年４月２日から平成４年４月１日まで 

 に生まれた人 

・大学卒業（見込み）の人は受験できません 

 

埋蔵文化財 

担当 
１名 

書類審査 

小論文 

・昭和５０年４月２日以降に生まれた人 

・大学又は大学院 

大学又は大学院において考古学に 

関連する専門課程を卒業（修了） 

した者（卒業見込みを含む。）で、 

中世遺跡の発掘調査に従事した 

実績あるいは中世資料に関する 

調査・研究の実績を有する人 

【特記事項】 

・一般事務について、最終学歴が短期大学卒業以下の人で昭和５９年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた人は「大 

卒程度」「高卒程度」のどちらも受験資格を有します。何れかを選択して申込みをしてください。 

・ 点字試験は実施していません。 

・ 日本国籍を有しない人も受験できます。ただし、日本国籍を有しない人は、公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる

職以外の職に任用されます。 

・上記の受験資格にかかわらず、次の各号に該当する者は受験できません。（地方公務員法第１６条（欠格条項）） 

(1) 成年被後見人又は被保佐人 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

(3) 益田市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その 

他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 試験の日時、場所及び合格発表の方法 

区    分 試験日程 試験場所 合格発表 

第１次試験 

（一般事務） 

平成２２年１月２４日（日） 

受付  ８：３０ ～ ８：５０ 

試験  ９：００ ～ 
益田市人権センター 

（益田市須子町３番１号） 

℡ 0856-31-0413 

市役所本庁舎前掲示板に受験番号

で掲示するとともに受験者全員に合

否を通知します。又、益田市ホーム

ページにも合格者の受験番号を掲載

します。 

平成２２年２月５日（金） 

第１次試験 

（埋蔵文化財担当） 

平成２２年１月２４日（日） 

受付 １１：００ ～１１：３０ 

試験 １１：４０ ～ 

第２次試験 第１次試験合格者に通知します。 受験者に合否を通知します。 

 

 



３ 職務の内容 

職  種 職 務 の 内 容 

一般事務 一般行政事務に従事します。 

埋蔵文化財担当 埋蔵文化財の発掘調査・研究等に従事します。 

 

４ 試験の種目及び内容 

(1) 第１次試験（一般事務） 

試験種目 試  験  内  容 

事務適性検査 

(100題 10分) 
事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面から検査します。 

教養試験 

(40題 2時間) 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関

する一般知能について択一式による試験を行います。 

作文試験 

(1時間) 

公務員としての必要な表現力、課題に対する理解力等について試験を行います。 

（作文試験の採点は、第１次試験合格者のみ行います。） 

(2) 第１次試験（埋蔵文化財担当）） 

試験種目 試  験  内  容 

書類審査 

① 大学卒業証明書（又は卒業見込証明書）もしくは大学院修了証明書（又は修了見込証明書） 

② 中世遺跡を含め発掘調査、報告書作成に従事した経歴がある場合は、その経歴書、中世資料

を含む調査・研究の実績（口頭発表、著作、論文その他のタイトル）がある場合は、そのリスト

（任意様式 A4横書２枚以内） 

③ 受験者の経歴等をよく理解している者の推薦書（任意様式 A4横書３枚以内） 

※応募者との関係、応募者の研究態度・能力、資質、長所、将来性等について記載されている 

こと。 

④ 受験の動機・抱負及び専門性・実務経験に関する自己 PR（任意様式 A4横書２枚以内） 

小論文試験 

（１時間３０分） 
埋蔵文化財担当として必要な専門性等について論文試験を行います。 

    ※ 携行品  受験票（１２月２１日以降送付）、筆記用具（ＨＢ又はＢの鉛筆、消しゴム） 

        受験票が１２月２５日（金）までに到着しない場合は、益田市役所総務部人事課に照会して下さい。 

  (３) 第２次試験（第１次試験合格者） 

   ・人物試験（面接）を行います。一般事務受験者については、人物試験と作文試験との合計点により合否を決めます。 

 

５ 受験手続及び受付期間 

 (1) 持参又は郵送の場合 

受験希望者は申込書に必要事項を記入し、平成２１年１１月１６日（月）から平成２１年１２月１５日（火）(郵送の場合、当日 

１７：１５必着)までに益田市総務部人事課へ提出して下さい。土曜日、日曜日に提出する場合は、本館東側入口そばの 

宿直室をご利用下さい。 

※ 埋蔵文化財担当受験者は、上記書類審査に係る書類についても提出してください。 

  提出書類 

１ 受験申込書 折り曲げないで下さい。 

２ 連絡用封筒（２通） 
封筒（長形３号 120㎜×235㎜）２通にそれぞれ 80円切手を貼り、あて先（様をつける）を 

明記してください。（受験票送付及び第１次試験の結果通知に使います。） 

 

 

 



 (2) インターネットにより申し込む場合 

   しまね電子申請サービスを利用してインターネットで申し込む場合は、申込画面上の注意事項をよく確認の上お申込みくだ 

  さい。 

   平成２１年１１月１６日（月）８：３０から平成２１年１２月１５日（火）１７：１５までに正常にシステムに到着したものに限り受け 

付けます。 

     ホームページアドレス：http://www.city.masuda.lg.jp 

  ※書類に不備がある場合、受験できないことがあります。 

 

６ 合格から採用まで 

 (1) 合格者は、原則として平成２２年４月１日に採用されます。 

 (2) 受験資格がないこと、受験申込書に虚偽の記載がなされたことが判明した場合は、合格を取り消します。 

 

７ 勤務時間等 

 (1) 勤務時間は週３８時間４５分で、原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までとなっていま 

す。 

 (2) 年次有給休暇は 1年間に２０日あります。ただし、採用された年は１５日となります（４月採用の場合）。その他、病気休暇 

   や慶弔休暇等があります。 

 

８ 給与 

 (1) 初任給   初任給経歴に応じて決定します。 

    (例) 

 

 

 

 

 (2) 昇 給   通常の場合、年１回昇給します。 

 (3) 諸手当   扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当が給与条例等に基づいて支給されます。 

 

９ 問合せ先 

   不明な点については、次にお尋ね下さい。 〒６９８－８６５０  益田市常盤町１番１号  益田市役所総務部人事課 

   TEL ０８５６－３１－０１３１（直通）  ＦＡＸ ０８５６－２３－５００１  Ｅ‐ｍａｉｌ：ｊｉｎｊｉ＠ｃｉｔｙ.masuda.ｌｇ.ｊｐ 

学 歴 年齢 初任給月額 

大学卒 22歳 161,600円 

短大等卒 20歳 149,800円 

高校卒 18歳 140,100円 

             （平成２１年４月１日現在） 


